
意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン（仮題） 基本的な考え方

○本人にとって重大な影響を与えるような法律行為及びそれに付随した事実行為
(例）施設への入所契約など本人の居所に関する重要な決定を行う場合 など

（ただし、その他の局面においても、意思決定支援が適切にされているかについて、後見人として
チェック機能を果たすことが求められる…＊２）

後見人として意思決定支援を行う場面…＊１

後見人を含め、本人に関わる支援者らが常に、「意思決定の中心に本人を置く」という本人中心主義を実現
するため、後見人等に就任した者が、意思決定支援を踏まえた後見事務等を適切に行うことができるように、
何が後見人等に求められているかの具体的なイメージを示すもの

本ガイドラインの背景・趣旨・目的

【意思決定支援のための環境整備】
日常的な事柄につき本人が意思決定をすることがで
きる支援がされているという環境の整備が必要

【意思決定支援の具体的プロセス】

意思決定支援のプロセス

後見人等の関与の仕方・役割支援チームによる対応

※現時点での基本的な考え方を示したものであり，今後も変更される可能性がある。

意思決定支援ワーキング・グループ

※後見人としてのチェック機能…＊２

本人が日常生活を送るに当たって、支援者に
より適切な意思決定支援がされているかや、
表明された意思が尊重されているかどうかを
把握する
（留意点）
・意識的に本人と話をしたり、本人のことを知ろ
うと努めることや、本人と信頼関係を構築する
ことが重要

・なるべく早期に本人・支援者と接触し、支援者
の輪に参加する

・本人の意思が十分に尊重されていない場合には、
環境の改善を試みる

※後見人としての意思決定支援…＊１

ミーティング主催者（ケアマネジャー等）と
ともに、支援チームのメンバー選定も含め主
体性を持って関わっていくことが望ましい

（チームが機能している場合）
・他の支援者らが本人の意思や特性を尊重し
ながら適切に準備を進めているのかチェッ
クし、問題がある場合には注意を促すこと
が求められる

（チームが機能していない場合）
・中核機関等の支援を受け、支援者らの意識
の改善やチームの再編成を試みたりするな
ど、主体的に関与することが望ましい

※後見人は、自分の価値観が決定に影響しないように気
を付ける必要がある

※後見人としての意思決定支援…＊１

本人の権利擁護者として、本人が意思決定の
主体として実質的にミーティングに参加でき
るよう、本人のペースに合わせた進行を主催
者・参加者に促していくことが期待される

・本人のエンパワメント
本人が、自らの意思を他人に尊重されたという
経験を得て、日頃から自尊心や達成感が満たさ
れていることが重要

・支援者側の共有認識・基本的姿勢
各支援者が、本人の意思決定を尊重する基本的
姿勢を身につけておくことが必要

①支援チームの編成と支援環境の調整
ⅰ支援チームの編成
・福祉関係者の責任において行うことを想定
・本人の思いや意思が反映されやすいチーム
とする（メンバーには、本人の意思を汲も
うとする姿勢が求められる）

ⅱ支援環境の調整・開催方法等の検討
・メンバーは、ミーティングの趣旨や留意点
を理解する

・本人にとって適切なミーティングの在り方
を検討する（日時・場所や参加者等）

ⅲ本人への趣旨説明とミーティング参加のため
の準備

ⅳミーティングの招集
・進行管理に責任を持つ者（ケアマネジャー
等）が関係者を招集

②本人を交えたミーティング
・主催者は、事前の調整を踏まえて設定された
テーマやルールに沿って会議を進行

・本人に対し、本人の特性を踏まえつつ、状況
を分かりやすく説明しながら、本人の意思や
考えをできる限り引き出す

・誘導にならないよう気をつけながら、本人が
現在採り得る選択肢を示す

③意思が表明された場合
・意思決定能力について特段疑問がない限り、
本人の意思決定に沿った支援を行う
※意思決定能力：個別の意思決定に際し､支援を受けて
自らの意思を自分で決定することのできる能力
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○意思決定支援の結果、本人が意思を示した場合や、
本人の意思が推定できた場合であっても、その意
思をそのまま実現させてしまうと、本人にとって
見過ごすことができない重大な影響が生じるよう
な場合等
➡ 法的保護の観点から、最善の利益に基づいた

代行決定を行うことが許容される

○重大な影響といえるかどうかについての判断要素

①本人が他に採り得る選択肢と比較して明らかに
本人にとって不利益な選択肢といえるか

②一旦発生してしまえば、回復困難なほど重大な
影響を生ずるといえるか

③その発生に確実性があるか

後見人等が、本人にとっての最善の利益に基づく代行決定を行う場合

※本ガイドラインにおける最善の利益とは、本人の意向・感情・価値観を最大限尊重することを前提に他の
要素も考慮するという考え方。客観的・社会的利益を重視した考え方は採用していない

※最善の利益に基づく代行決定は、最後の手段として慎重に検討されるべき
（検討を誤ると本人の自己決定権の侵害となる可能性もある）

◇一度代行決定が行われた場合であっても、次の意思決定の場面では、意思決定能力があるという前提に
立って、再び意思決定支援を行わなければならない

○意思決定支援を尽くしたにもかかわらず、本人の
意思や意向を把握することが困難であり、かつ、
決定を先延ばしにすることができない場合

意思決定能力アセスメント（評価）

○アセスメントの結果、本人の意思決定がその時点
ではどうしても困難と評価された場合

ⅱ重大な影響が発生する可能性が高いと評
価される場合
法的保護の観点から、以下の判断を行う
ことがある
①本人の意思実現について同意しない
（同意権・代理権の不行使）

ⅰ第三者からみれば必ずしも合理的でない
意思決定であったとしても、本人にとっ
て見過ごすことのできない重大な影響が
発生する可能性が高いとまでは評価でき
ない場合
本人の意思（推定意思）に基づいて支援
を行うことが期待される

意思決定や意思確認が困難とみられる局面 本人にとって見過ごすことができない
重大な影響が懸念される局面等

本人にとっての最善の利益に基づく代行決定

代行決定のプロセス（支援チームによる）
◇本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる
支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない

根拠を明確にしながら、本人の意思及び選好の推
定を試みる

①意思決定支援を尽くしても本人の意思が明確ではなく、かつ、意思を推定することさえできない場合
･･･＊３

②本人が表明した意思や推定される本人の意思を実現すると、本人にとって見過ごすことができない重大
な影響が生じてしまう場合･･･＊４

支援者が意思決定支援を尽くしているかも併せ、
対象となる意思決定に関し、
⑴理解、⑵記憶保持、⑶比較検討及び⑷表現の
４要素を検討し、その時点で本人が意思決定を
することが困難かどうかを判断する
※支援を尽くしたと言えるかどうかについても、チーム内で
適切に検討する

意思推定に基づく代行決定

②最善の利益に基づく代行決定
（代理権、取消権の行使）･･･＊４

i 本人の意思が推定できる場合
➡ 本人にとって見過ごすことのできない

重大な影響が生じない限り、推定意思
に基づいて支援を行う

ii 意思推定すら困難な場合
➡ 最善の利益に基づく代行決定…＊３

※現時点での基本的な考え方を示したものであり，今後も変更される可能性がある。
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